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１【提出理由】

　当社に対して提起されていた訴訟につき裁判外での和解が成立しましたので、「金融商品取引法」第24条の５第４項および

「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第６号の規定に基づき提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）訴訟の解決があった年月日

平成22年11月１日

 

(2）訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額

　平成20年８月28日付で株式会社大広（以下「同社」という）から当社に対し1,177百万円の広告代金の支払を求める訴え

が提起され、その後、同社は不法行為に基づく損害賠償請求を予備的に追加するとともに、請求額を1,282百万円に拡張しま

した。

　当社は同社のいう他の広告業者に対して、広告業者らがまわし取引に参加する権限を与えたことはなく、広告業者らが行っ

ていた取引は広告業者間でのファイナンス取引であって、広告業者間で決済すべき問題であり、また、当社が同社に不法行為

を行ったことはない等として争っていましたが、裁判所から強い和解勧告があり、また、当社は同社の広告能力を高く評価し

ていて、今後、広告に関する取引を開始する可能性もあること等を考慮し、同社との間で話し合いを行った結果、当社は同社

に対して解決金を支払い、同社は訴えを取り下げて、両者間の紛争を全面的に解決するという話し合いが成立いたしました。

　当社は同社に対して、本件解決金として550百万円を平成22年11月１日付で支払い、同社は同日付で訴えの取下げをしまし

た。

　なお、上記解決金は平成22年９月期において特別損失として計上する予定です。

 

以上
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